
子育てのひろば すくすく子育て Child まちの話題

地域の活動　掲示板　

6/30 7/21荒尾市の環境美化に尽力されました
 　　　　　　　　   ～環境美化功労者表彰～

夏休み　そうだ、プールに行こう
 　　　　　　　   ～市民プールオープン～

　長年、ボランティアで市内の環境美化などの活
動に尽力された団体と個人の功績を称えて、環境
美化功労者表彰式を行いました。荒尾・岱志高校
の1団体と、平

ひ ら い

井力
ちから

さんを表彰しました。
　荒尾・岱志高校は、平成16年から一部の生徒
がごみ拾いを行っていて、現在は全校生徒による
清掃活動へと発展し、先輩から後輩へ受け継がれ
る伝統となっています。平井さんは平成12年か
ら現在まで、水野公園内の除草作業を行っていて、
住みよい環境のまちづくりに貢献されました。

　市民プールがオープンしました。夏休みの初日
で晴れていたこともあり、たくさんの子どもたち
でにぎわっていました。2種類ある滑り台は、順
番を待つ子がいるほどの人気でした。職員や市水
泳協会の協力で色を塗りなおされた3つの子ども
プールも親子連れの憩いの場となっていました。
子どもと来ていた人は「初めて来ましたが、長い
滑り台を子どもが楽しんでいました。また来たい
ですね」と話していました。8月27日㈯まで毎日
泳げますので、ぜひお越しください。
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　児童扶養手当を受給している人（支給停止となっ
ている人も含む）は、現況届を提出してください。
提出されないと 12 月（8 ～ 11 月分）から手当が
受給できなくなります。

●受付期間　8 月 8 日㈪～ 19 日㈮　
●受付場所　子育て支援課　⑭番窓口

※手続きに必要なもの
①児童扶養手当現況届　
②健康保険証（受給者と子どものもの）
③マイナンバーがわかるもの（受給者と子ども
のもの）
④印鑑（朱肉を使用するもの）
⑤手当証書
⑥その他現況届に必要な書類

＜児童扶養手当を受給することができる人＞
　下記の条件にあてはまる、18 歳に達する日
以後の最初の 3 月 31 日までの間にある児童
を扶養している父か母、父か母に代わって養
育している人（養育者）です。児童が中程度
以上の障がいを有する場合は、20 歳未満まで
手当が受けられます。いずれの場合も国籍は
問いません。
①父母が離婚した後、父か母と生計を同じく

していない児童
②父か母が死亡した児童
③父か母が重度の障がい（国民年金の障害等

級 1 級程度）にある児童
④父か母の生死が明らかでない児童
⑤父か母から引き続き１年以上遺棄されてい

る児童
⑥父か母が法令により引き続き１年以上拘禁

されている児童
⑦父か母が配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律第１０条第１項の規
定による命令を受けた児童

⑧母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑨母が児童を懐胎したときの事情が不明であ

る児童
※ただし、公的年金の受給ができるときなど

は、上記に該当しても受給できない場合が
あります。

●手当の月額（８月１日現在）
区分 全部支給さ

れる者 一部支給される者

児童 1人のと
き 42,330 円 42,320 ～ 9,990 円

児童 2人目の
加算額 10,000 円 9,990 ～ 5,000 円

児童３人目以
降の加算額 6,000 円 5,990 ～ 3,000 円

問子育て支援課給付相談係
☎ 63-1417

　8 月 1 日から児童扶養手当法の一部が改正さ
れ、児童扶養手当の第２子の加算額および第３
子以降の加算額が増額されます。
〈変更内容〉
●第２子　月額 5,000 円→最大で月額 10,000
円
● 第 ３ 子 以 降　 月 額 3,000 円 → 最 大 で 月 額
6,000 円
※ 8 月分から加算額が増額されますが、8 月分

から 11 月分までの 4 カ月分は、次の支給月
である 12 月に支払われます。

児童扶養手当の月額（８月分から）
◎子どもが１人の場合

全部支給が 42,330 円、一部支給が 42,320 円
～ 9,990 円（所得に応じて決定されます）

◎子どもが２人目の加算額
月額 5,000 円から全部支給 10,000 円、一部支
給 9,990 円～ 5,000 円（所得に応じて決定さ
れます）

◎子どもが３人目以降の加算額
月額 3,000 円から全部支給 6,000 円、一部支
給 5,990 円～ 3,000 円（所得に応じて決定さ
れます）

PICK UP 児童扶養手当の加算額が変わります
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～
5/30

荒尾地区協議会

桜山地区協議会 清里地区協議会 中央地区協議会
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